
1 

 

公表用論文要約 

谷本 涼 

 

題目 少子高齢社会におけるアクセシビリティ問題に関する地理学的研究―大阪大都市圏

を中心に― 

 

 第Ⅰ章では，本論文の背景，目的，方法，構成について説明した。地域の特性に即して良

好な生活環境を整え，人々の快適な暮らしを維持することは，時代や国・地域を問わず，重

要な社会的課題である。人々の生活の多様化が進むとともに格差も拡大する一方で，少子高

齢化が進み，人口の減少と流動化が加速する現代社会においては，この生活の質の維持と保

障にかかわる諸問題が地域的に偏在する形で深刻化している。本論文の目的は，こうした諸

問題と深くかかわる，生活に不可欠の施設やサービスへのアクセシビリティに焦点を当て，

地理学的アプローチを援用して問題の所在や規模を定量化・可視化し，政策的な問題解決へ

の貢献を追求することである。研究対象地域は，日本の中で他都市に先駆けて人口の縮小と

都市の衰退を経験しつつある大阪大都市圏とし，アクセシビリティの低さから不便や不利

益を被りがちな高齢者や子育て世代を中心に分析する。こうした分析に基づいて，国内外の

さまざまな地域で多様な変化が進行しつつある現代社会の現状把握・将来予測と問題解決

に資することを目指す点に，本研究の意義がある。 

 第Ⅱ章では，近年の地理学的なアクセシビリティ研究の成果と課題を，先行研究で提示さ

れた「アクセス」の概念の５つの要素に照らして明らかにし，その上で，三つの論点を示し

た。すなわち，都市・交通研究を中心とする生活空間の構造分析においては，”5Ds”（密度

や多様性といった土地利用の特性）と呼ばれる多様な分析視点が導入されていること，医療

地理学分野の研究では，資源・活動機会とその需要の空間的分布や量・種類などの性質を踏

まえて需給バランスを考慮する新たなアクセシビリティ測度の開発が進んでいること，ま

た，個人の属性・認知の多様さ，将来推計や，無形の事物といった従来の研究では捉えにく

かった対象や，アクセシビリティ向上策の負の側面などをも分析に取り込むという新しい

研究の登場である。これまで豊富に蓄積された研究の知見を活かすには，多様な手法の有効

性の検証，政策応用の可能性の検証と，将来の社会変化の下でのアクセシビリティに関する

議論が必要となる。その一方，人間活動と生活の質の考察を深めるためには，さまざまな資

源・活動機会へのアクセシビリティの意義や重要性が，個人の価値観によって異なることを
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踏まえた議論も重要であることを指摘した。 

 少子高齢化の加速する日本の社会では，生活に必須の資源・活動機会に関するアクセシビ

リティの将来の姿を明らかにすることの重要性が高いことと，これまでのアクセシビリテ

ィ研究における三つの論点を踏まえ，本論文で取り組む三つの課題を設定した。第一の課題

は，都市圏内部におけるアクセシビリティ問題の空間的様相を把握することとし，大阪大都

市圏を対象に，GIS 上で現在および将来時点における生活関連施設へのアクセシビリティ

を分析し，その問題やリスクについて，都市圏内における地域差や住民属性による差異を明

らかにする。また，第二の課題は，施設・サービスへのアクセシビリティの向上を目指す施

策・政策の評価・提案とし，医療，介護や保育といった具体的な事例におけるアクセシビリ

ティの向上策の効果と限界を明らかにする。第三の課題は，利用者による施設やサービスへ

の移動手段に目を向け，新たな交通・移動手段の役割とアクセシビリティ向上のための政策

効果を明らかにすることである。第Ⅲ章～第Ⅵ章は，これら三つの課題に取り組む実証研究

である。 

第Ⅲ章では，大阪大都市圏を事例に，都市圏全域での現在・将来の生活関連施設（医療施

設，介護施設，保育施設，コンビニエンスストア，スーパーマーケット，公立小学校）への

アクセシビリティを分析し，実際の政策事例も踏まえて，現在と，近い将来に発生しうる問

題を明らかにした。本章の知見は，以下３点に要約される。第一に，現在も将来的にも多様

なアクセシビリティに関わる問題や懸案事項が広く存在すると推計される大阪大都市圏に

おいて特に注目される地域は，2040 年時点においてアクセシビリティの悪化が複合的に発

生すると予測される郊外内圏，とりわけ大阪府北部の北摂地域に含まれる地域である。第二

に，将来的なアクセシビリティ確保策の要件として，官民が連携した分野横断的な取組み，

郊外内圏での将来的な問題の変化への対応，特にインナーシティや郊外外圏での住民特性

の考慮，自治体を支援する政策的枠組の必要性が指摘できる。第三に，現在の政策事例には，

上記要件に欠ける点があり，制度的問題の解消や行政側への支援が求められる。以上を踏ま

え，大阪大都市圏では郊外内圏を中心に，生活関連施設へのアクセシビリティに関わる現状

と将来の両方の問題に対応できる方策を検討する必要があることを示した。 

 第Ⅳ章では，第Ⅲ章で明らかにした郊外内圏の問題に注目し，公共交通の再編やコンパク

トシティ政策，新医療拠点の建設が進展する大阪大都市圏北部の郊外内圏に位置する市町

を分析対象とした。高齢化によるさらなる需要増加が予想される医療施設（病床），および

その不足を補うものとしての介護施設へのアクセシビリティの将来的変容を推計し，現状
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の都市・医療政策の効果と限界を検討した。本章の知見は，以下３点に要約される。第一に，

将来的に一層深刻化すると予想される病床へのアクセシビリティの「不足と格差」の現実的

な緩和には，病床機能の調整，移動手段の改善，施設立地の見直しなどの多面的アプローチ

が必要と考えられる。本章の政策的シナリオ分析の結果も，路線バスの待ち時間の改善と病

床機能の調整は一定の効果を持つことを示唆している。第二に，受け皿として介護施設を前

提とした入院患者数の削減は，問題の実質的解決にならない可能性が大きい。第三に，都市

計画における医療・保健分野への問題意識に関して，施設機能により踏み込んだ議論，内容

の柔軟な再検討，現状追認でない目標設定，コンパクトなまちづくりにおける広域的な配慮，

住民の具体的な行動に即した検討，の５点の課題が挙げられる。 

以上を踏まえると，都市部における医療・ケアなどのサービスへのアクセシビリティに関

する政策的課題の解決には，まず，施設・サービスの実態に関する専門的な資料や，周辺自

治体を含む広域的な観点からみた，利用者の行動およびサービスの充足状況に関する知見

に基づき，自治体が都市計画の妥当性を検証できる仕組みが必要となる。医療機関や介護施

設については，患者の日常生活圏や自治体の地理的境界を超えた利用圏域を設定せざるを

得ないと予想される。したがって，地域医療構想所載の医療体制の現状や将来予測のような

都道府県の医療・保健部局による成果資料を活用し，市の都市政策部局が地域の現状を評価

できるよう法制度や部局間の連携を強化するといった形で，広域的な政策と市町村単位の

政策をリンクさせることが重要である。 

 第Ⅴ章では，子育て世代を取り上げ，少子化の一方で増加する保育サービス需要への対応

が求められる郊外内圏に所在する大阪府高槻市を対象に，保育施設へのアクセシビリティ

の将来的変容を推計し，現実的な保育政策の効果と限界を検討した。本章の知見は，以下３

点に要約される。第一に，2018 年時点の対象地域においては，保育サービスを必要とする

集団と施設立地との間で，需給の空間的不均衡がある。とりわけ１～２歳児では，市内中心

部の駅周辺における供給不足が顕著である。第二に，公立幼稚園の認定こども園化という，

既存施設を活用した保育施設増強策は，一定の効果を有するが，現在の需要を完全に満たす

には及ばない。また，地域的な需給格差を緩和する上で，送迎保育はある程度有効な補助策

である。第三に，将来発生しうる，児童数の減少と保育需要の増加という変化に対しては，

未収容児童数の増加を招かぬよう，保育サービスの柔軟な供給調整が必要である。 

対象地域において必要と思われる具体的な施策としては，供給不足が著しい駅周辺に，局

所的な緊急対策が必要なことが示唆される。このことは，当該地区への新規施設の設置の必



4 

 

要性を必ずしも意味せず，将来的に供給不足が起こりうる地区で施設を整備し，当面の両駅

周辺での供給不足には，その施設の定員を活用した送迎保育を行うことなどで対応するこ

とが適当と考えられる。また，利用率の動向を見据えた施設の整備・廃止や年齢別定員の適

正化などが必要である。これは，公立保育所の廃止や保育サービスの利用率上昇が重なれば，

将来も未収容児童数の削減が困難なことや，３歳以降，施設の継続利用が困難な児童が発生

することに対応するためである。そして，上記のような複合的かつ時空間的な施策の展開に

対応した政策的枠組が必要であることを，第Ⅴ章で指摘した。 

 第Ⅵ章では，移動制約者のモビリティとアクセシビリティに関わる問題を解決する新た

な移動手段の存立可能性について議論した。具体的には，京都市のタクシー事業者の取組み

を事例に，新たな移動サービスの登場過程と，それが政策に一定のインパクトを与えるに至

るまでの，事業者・政策関係者・業界団体などの間の関係構築のあり方に関する定性的分析

をもとに考察した。本章の知見は，次の３点に要約できる。第一に，京都市のタクシー事業

者による移動サービスの多様化の動機は，従業員の労働環境の改善や，交通問題の解決を通

じた地域社会への貢献が大きなウエイトを占める。第二に，京都市のタクシー事業者は，事

業の収益性の高低に関わらず，従来型の公共交通の維持と，従来の交通機関が対応できなか

ったことでモビリティとアクセシビリティが低い状況に置かれた人々・地域の需要への対

応の両方に参画した。このことからは，タクシー事業者の新規移動サービスが，地域公共交

通の課題，および移動制約者のアクセシビリティ向上への有力なアプローチとなる可能性

が十分に考えられる。第三に，移動制約者の中でも，モビリティとアクセシビリティに関わ

る重大な不利益が生じている人々を対象とした事業を中心に，市による運営環境面の支援

があり，これまで薄かった行政とタクシー事業者の接点が生まれた。京都市の行政は，あく

まで事業者や住民の主体性を重視しているが，移動手段の供給面からの地域社会への貢献

が，住民・行政の両方に認知されつつあるといえる。 

 この京都市の事例は，小規模で多様な需要に応える移動手段の構築を一定程度成功させ

た好例といえ，事業者・運営主体の積極性と，行政による環境面の支援を基本とした関係者

の関わり合いは，交通・移動に関わる問題への対応策として，他地域でも一定の妥当性を有

すると考えられる。さらに，さまざまな政策分野に関連した官民の関係者の連携によって，

より多面的かつ柔軟に居住者のモビリティとアクセシビリティを向上するための取組みが，

当初は困難であったものの，徐々に可能になってきていることも示唆される。つまり，京都

市の事例は，単に交通・移動手段に関わる問題を解決する方策の一形態として有望であると
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いうだけではなく，第Ⅳ章・第Ⅴ章で検討・提案した大規模な公共交通の整備やサービス供

給側の立地・施設機能の調整だけでは対応しきれないような，アクセシビリティの低い地

域・人々に対して，より小さなスケールの対応策が，官民連携の中で実現し，存立しうるこ

とを意味するという点で，重要な意味を持つ。そして将来的には，生活に必須の資源・活動

機会へのアクセシビリティの欠如に対する緊急対策から前進し，既存の移動・交通手段に対

する利便性やアクセシビリティの質的向上の施策にも，行政が寄与することが必要になる

ことを指摘した。 

 第Ⅶ章では，先行研究に対する本論文の独自性を有する貢献と，政策的含意について述べ

た。第一に，大阪大都市圏における現在と将来の生活関連施設へのアクセシビリティに関す

る，都心部や郊外外圏などの各地域に特有の問題を示した上で，特に郊外内圏における問題

の深刻さを指摘した点が，独自性を有する貢献である。すなわち，都心部に近く人口稠密な

郊外内圏において，将来的には複数の施設分野に関して，施設容量の不足や施設維持の困難

といったアクセシビリティ上の問題とリスクが併発しうることを明らかにした（第Ⅲ章）。 

第二は，大阪大都市圏の郊外内圏で見出された重要な問題を念頭に，人々の施設利用行動

の空間的範囲に対応したより細かなスケールで，アクセシビリティ向上につながりうる現

実的な施策・政策の効果と限界を明らかにした上で，多面的なアクセシビリティ向上策の必

要性とその実現に向けた課題を具体的に示した点である。本論文では，郊外内圏の市町にお

ける医療施設・介護施設（第Ⅳ章）と保育施設（第Ⅴ章）という需要の増大が著しい施設を

対象に，アクセシビリティに関わる問題の将来的変容，および問題への対応策の効果を検討

した。これらの実証研究では，将来のアクセシビリティの向上には，施設・サービスと需要

の実態や時空間的な状況の変容・差異に対応できる，多面的で柔軟なアプローチが必要であ

り，現在の施策・政策には課題が残されていることを明らかにした。 

 第三は，到達・利用の対象となる施設・サービスの性質（種類・規模）と，到達・利用の

過程で用いられる移動手段・交通網の性質（種類・距離圏）という二つの側面に注目しつつ，

現実的・多面的なアクセシビリティ向上策の存立可能性とその課題を提示した点である。二

段階需給圏浮動分析法という，上記の２側面を組み込むことが可能な分析手法を用いたこ

とで，施設容量や施設利用者の移動手段といった側面を複合的に分析することに成功した。

加えて，同手法を改良することにより，複数のシナリオを組み合わせて将来の施策効果を比

較する応用分析をも可能としたことは大きな成果である。さらに，新規移動サービスの現状

と展望（第Ⅵ章）を踏まえて，既存の交通・移動手段の利用が困難な移動制約者や交通空白
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地域におけるアクセシビリティ問題について，解決の方向性を提示したことも有意義な成

果である。すなわち，居住者のモビリティとアクセシビリティの維持・確保には，空間的に

も経済的にも大規模な公共交通機関の整備や土地利用の改変などを伴う対策だけでなく，

官民含めたさまざまな主体が関わる多面的で柔軟なアプローチが不可欠で，かつそれには

十分な実現可能性があることを指摘した。昨今の政策環境の変化を踏まえると，本論文の知

見は，今後の日本において大きな意義を有する。 


